


と、③都市部を中心に保育所に入れない待機児童が発生する一方、子どもの減少

で、近くに保育の場がなくなった地域があることが課題となっています。 
平成 24（2012）年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、平成 27(2015)年度

から子ども・子育て支援新制度が本格施行されます。子ども・子育て支援新制度

において、幼稚園と保育所の良さを併せ持つ認定こども園の普及、地域の子育て

支援の充実、待機児童解消のための計画的な保育所等の整備、子どもの減少地域

での保育の支援に取り組むこととなっており、市町及び県は、子ども・子育て支

援の取組を進めるため、平成 27(2015)年度までに５年間の計画期間である市町子

ども・子育て支援事業計画及び県子ども・子育て支援事業支援計画を策定する必

要があります。 
 

（４）開催実績 

第１回 平成25年５月13日  ①代表、副代表の選出 

                ②子ども・子育て支援新制度に向けた名張市の取組について 

                            ③厚生労働省・文部科学省・内閣府職員による子ども・子育

て支援新制度説明会 

   第２回      ８月29日  ①子ども・子育て支援法に基づく基本指針(案)について 

                            ②子ども・子育て支援新制度に係る電子システムについて 

                            ③子ども・子育て支援事業計画の進捗状況等について 

                            ④放課後児童クラブの基準等について 

 

（５）検討状況 

①第１回検討会議 

   ・代表・副代表を選出しました。 

   ・子ども・子育て支援新制度の参考情報として、名張市の取組事例の発表を 

受けました。 

・内閣府、文部科学省、厚生労働省の担当官から、平成24（2012）年８月に成

立した子ども・子育て関連３法に基づく子ども・子育て支援新制度に関する

検討状況についての説明を受け、情報共有を図りました。 

②第２回検討会議 

・国の子ども・子育て会議を受けて、子ども・子育て支援法に基づく基本指針

の案がほぼ固まったことから、子ども・子育て支援法に基づく基本指針(案)、
子ども・子育て支援新制度に係る電子システム、子ども・子育て支援事業計

画の進捗状況、放課後児童クラブの基準等、国から入手した情報を市町担当

者に伝達しました。 
・計画策定に向けて、県内市町の子ども・子育て会議設置状況等を情報提供す

るとともに、三重県子ども・子育て支援事業支援計画の作業スケジュールに

ついて説明し、作業の連携について市町に協力を要請しました。 
・子ども・子育て支援新制度に関して、事前に市町から提出された疑義や当日

の説明内容を踏まえた質問に対して回答しました。 
・市町が子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたり、他市町の策定方針、



スケジュール等について、３グループに分かれて情報交換しました。 
 
（６）取組成果 

・子ども・子育て支援新制度の内容や子ども・子育て支援法に基づく基本指針

の案が国においてとりまとめられた段階等において、県として子ども・家庭

局、環境生活部、教育委員会が連携し、市町の子ども・子育て支援事業計画

策定担当課、保育所所管課、教育委員会に子ども・子育て支援新制度の内容

や市町が取り組むべき内容を、県内市町の関係部署に説明し、県内市町間、

市町の関係部署間の情報共有を図ることができました。 

・県及び市町は、相互に連携しながら並行して計画策定を進めることが必要で

あることから、計画策定スケジュールを示し、必要な期限までの作業協力を

市町に依頼することができました。 

・現在、各市町は、国の基本指針の案の内容を踏まえ、子ども・子育て支援事

業計画策定に向けて、子ども・子育て会議等を設置し、幼児期の学校教育・

保育、地域子ども・子育て支援事業、放課後児童クラブ等の利用意向につい

て調査を行い、必要なサービス量の見込を算定しているところです。 

 

（７）今後の方針 

平成 26（2014）年度に、市町子ども・子育て支援事業計画及び県子ども・子

育て支援事業支援計画の策定作業が本格化することから、引き続き、当会議「新

たな子ども・子育てに関する検討会議」を活用していくことを考えています。 

今後も、当会議において市町に対して国からの情報提供を行うとともに、市

町の子ども・子育て支援事業計画の進捗状況を確認していきます。市町の検討

内容や意見交換の中から、県として市町が必要とする専門的支援を検討してい

くとともに、必要な広域調整を行っていきます。 

（８）取組に対する自己評価 

目標に対する取組成果がおおむね発揮されました。 

（判断理由等） 

平成 25(2013)年度は三重県における子ども・子育て支援新制度の構築の準備段階であっ

たため、市町子ども・子育て支援事業計画策定に向けて、県内市町間、市町の担当部署間

において、子ども・子育て支援新制度の情報共有、計画策定のスケジュールの共有を行う

ことができました。 

 


